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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                            委   員  庄 司 邦 昭 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１２月２日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市原
はる

島北方の岩場  

壱岐市所在の千代ヶ瀬
ち よ が せ

灯標から真方位１０９°５４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°４３.８′ 東経１２９°３８.９′） 

事故調査の経過 平成２４年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 海
かい

幸
こう

丸、２.６トン 

 ＮＳ３－５０１６４５（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.９３ｍ（Lr）×２.２７ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１４４kＷ（漁船法馬力数）、昭和５８年３月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年６月２０日 

  免許証交付日 平成２３年２月７日 

          （平成２８年６月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首船底部及び機関室船底部に破口、舵柱及びプロペラ翼に曲損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年１２月２日００時３０分ご

ろ壱岐市郷ノ浦港を出港し、船長が、操舵室の後方で立って操船に当た

り、約８ノットの速力で同港西方にある壱岐市長島に向かった。 

船長は、防波堤を通過したのち、正船首方に視認した長島の東北東方沖

にある千代ヶ瀬灯標（灯質 モールス符号緑光、毎８秒にＡ（・―））の

灯光に向首して西南西進した。 

 船長は、千代ヶ瀬灯標の灯光に向首することに注意が向いていたので、

本船が南方に圧流されていることに気付かずに航行し、０１時００分ごろ

千代ヶ瀬灯標東南東方約５４０ｍにある原島北方の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、郷ノ浦町漁業協同組合所属船の船長に救助を要請した。 

本事故発生場所に到着した監視船船長は、岩場に上がって本船の船体を

押し、船長が機関を後進にかけ、ひき波を利用して離礁した。 

 本船は、離礁後、郷ノ浦町漁業協同組合所属船に伴走され、０２時過ぎ

長島の大島漁港（長島地区）へ入港した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風速 約７～８m/s、視程 約２海里 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１６４cm、潮流
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の流向 南、流速 不詳 

 その他の事項 

 

 船長は、陸上での仕事に従事したのち、約１０年前から郷ノ浦町漁業協

同組合の営む定置網漁に従事していた。  

 本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.３０ｍ、船尾約０.８０ｍであった。 

 原島は、赤部
あかべ

瀬戸（幅約８００ｍ）を挟んで長島の東方に位置し、原島

北端から北方へ長さ約２６０ｍ、最大幅約１４０ｍにわたって干出岩帯が

拡延しており、本事故発生場所である同干出岩帯の最北端付近には、高さ

約３.７ｍの水上岩が存在している。 

 九州沿岸水路誌によれば、郷ノ浦港及び付近の海象については、次のと

おりであった。 

 港内は海、潮流の影響は少ないが、外港の外側付近は 蟐
じょう

蛾
が

ノ瀬戸のた

め、かなり流れがある。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、原島北方沖において手動操舵により西

南西進中、船長が、千代ヶ瀬灯標の灯光に向首す

ることに意識を集中し、船位の確認を行っていな

かったことから、右舷側から風潮流を受けて南方

に圧流され、原島北方の岩場に接近していること

に気付かず、同岩場に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、原島北方沖において手動操舵により西南西進

中、船長が、千代ヶ瀬灯標の灯光に向首することに意識を集中し、船位の

確認を行っていなかったため、右舷側から風潮流を受けて南方に圧流さ

れ、原島北方の岩場に接近していることに気付かず、同岩場に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していない船舶が夜間航行する

場合、複数の目標を目測することにより船位の確認を行うこと。 

 




